
イルミネーションフェスティバル補助金交付要綱   （趣旨） 
第１条 この要綱は、豊橋市補助金等交付規則（平成７年豊橋市規則第８号）に定める  もののほか、イルミネーションフェスティバル補助金の交付について必要な事項を定
めるものとする。  （目的） 
第２条 この要綱は、豊橋発展会連盟イルミネーションフェスティバル実行委員会が実  施するイルミネーションフェスティバルに要する経費を補助することにより、まちな
かのにぎわいを創出することを目的とする。  （補助対象経費） 
第３条 前条に規定する事業の実施に必要な経費のうち、次に掲げる経費について補助 
金を交付する。 
（１）装飾費 
（２）広告宣伝費 
（３）イベント費 
（４）電飾器材購入費 
（５）電気料 
（６）その他市長が必要と認めたもの 
（補助金の額） 
第４条 補助金の額は、前条に規定する経費の１／３以内の額（千円未満の金額は切り  捨てる。）とする。ただし、５０万円を限度とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、愛知県が実施するげんき商店街推進事業に採択された場
合、補助金の額は、前条に規定する経費の２／３以内の額（千円未満の金額は切り捨

てる。）とする。ただし、３６０万円を限度とする。 
（補助金の交付） 
第５条 補助金は、概算払いで交付できるものとする。  （雑則） 
第６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。    附 則 
この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。    附 則 
この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。    附 則 
この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。   附 則 
この要綱は、平成２７年８月１日から施行する。   附 則 



この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  附 則 
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  


